
調理師業務従事届出制度のお知らせ 

  近年、食生活における外食依存の傾向が高まり、飲食店において調理の業務に従事する

調理師の皆様方の役割がますます重要になってきています。 

 このため、多数人に対して飲食物を調理して供与する施設で調理の業務に従事する調理師

は、次の通り届出が必要です。 

☆ 届出が必要な調理師 

寄宿舎、学校、病院、事業所、社会福祉施設、介護老人保健施設、矯正施設、その他、多

数人に飲食物を調理して供与している施設及び飲食店営業、魚介類販売業、そうざい製造

業、複合型そうざい製造業において、調理の業務に従事している調理師（ホテル・旅館等

で飲食店の許可をうけている施設を含む） 

☆ 届出事項 

①  氏名、年齢及び性別 

② 本籍地都道府県名（日本国籍を有しない者についてはその国籍）及び住所 

③ 登録（免許）を受けた都道府県名、調理師名簿登録番号及び登録年月日 

④ 業務に従事する場所の所在地及び名称 

☆ 届出期間及び届出先 

令和６年１２月３１日現在の状況を書き込んで、令和６年１２月３１日（火）から令和７

年１月１５日（水）までに、奈良県調理師連合会又は働いているところの保健所の食品衛

生担当課に届けてください。（以後２年ごとに届けが必要です。） 

※ 郵送も可能です（郵送の場合は奈良県調理師連合会まで送付下さい。） 

☆ 届出用紙の配布・回収場所及び問合せ先 

一般社団法人 奈良県調理師連合会 

  所在地・〒６３９－２２４４ 奈良県御所市柏原３３８－１９ 

  ＦＡＸ・０７４５－６２－５６６９ 

問い合せ時間・１０：００～１６：００ 

 ☎ ０８０－５３３７－８１６９  

奈良県庁薬務・衛生課又は各保健所食品衛生担当課 

薬務・衛生課食品・生活衛生係   ☎ ０７４２－２７－８６８１ 

郡山保健所            ☎ ０７４３－５１－０１９２ 

  中和保健所            ☎ ０７４４－４８－３０３１～２ 

  吉野保健所            ☎ ０７４７－６４－８１３１ 

  吉野保健所五條出張所       ☎ ０７４７－２２－３０５１ 

  奈良市健康医療部保健所保健衛生課 ☎ ０７４２－９３－８３９５ 

☆ この届出は、調理師の勤務先等の状況を把握するために行うものであり、 

届け出て頂いた情報をこの目的以外に使用することはありません。 

 

           裏面に対象者区分一覧 



対象者区分一覧  

１ 寄宿舎 学生又は労働者を寄宿させる施設 

２ 学校 幼稚園、小・中・高等学校、大学、専修学校、各種学校、

学校給食センター等 

３ 病院 医療法第１条の５第１項に規定する病院（２０人以上入

院させる施設）の患者給食 

４ 事業所 会社、工場、事業所、官公署等の従業員給食 

５ 社会福祉施設 保護施設、児童福祉施設（保育所、乳児院等）、老人福祉

施設（特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム等）、身体障

害者福祉センター、婦人保護施設等 

６ 介護老人保健施設 介護保険法第８条第２８項に規定する介護老人保健施設 

７ 矯正施設 刑務所、少年刑務所、拘置所、少年院、少年鑑別所 

８ 飲食店営業 一般食堂、料理店、すし店、そば屋、旅館、仕出し屋、弁

当屋、レストラン、カフェー、バー、キャバレー、その他

食品を調理し、又は設備を設けて客に飲食させる営業施

設 

９ 魚介類販売業 店舗を設け、鮮魚介類を販売する営業施設 

１０ そうざい製造業 通常副食物として供される煮物、焼物、揚物、蒸し物、酢

の物又はあえ物を製造する営業施設 

１１ 複合型そうざい製造業 そうざい製造業と併せて食肉処理業、菓子製造業、水産製

品製造業（魚肉練り製品の製造に係る営業を除く）、麺類

製造業に係る食品を製造する営業施設 

１２ その他 自衛隊、有料老人ホーム、一般給食センター、診療所等 

 

 

 


